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（別紙） 

「イソチアニル農薬蜜蜂影響評価書（案）」に対する意見・情報の募集に寄せられた意見・情報及び

それに対する考え方 

 御意見 御意見に対する考え方 

１ 外国の事例を集めて一番厳しい基準に

合わせてください。 
農薬のミツバチへの影響評価については、農薬取

締法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 53 号）

の施行に伴い、ミツバチの農薬への暴露量を考慮し

た評価（リスク評価）を導入し、農薬に暴露した花

粉・花蜜を持ち帰った際の巣内のミツバチ（成虫及

び幼虫）への影響等も考慮した様々な暴露経路を通

じた蜂群全体への評価を行うこととしています。具

体的な評価法については、外部有識者を構成員とす

る「農業資材審議会農薬分科会」及び「農薬の蜜蜂

への影響評価法に関する検討会」において公開審議

の上、定めております（当該評価法については、「農

薬の登録申請において提出すべき資料について」（平

成 31 年３月 29 日付け 30 消安第 6278 号農林水産省消

費・安全局長通知）別紙２「農薬のミツバチへの影

響評価ガイダンス」参照）。 
なお、個別の農薬の登録に当たっては、当該評価

法及び我が国において申請された使用方法等に基づ

き、「農薬蜜蜂影響評価部会」において、ミツバチへ

の影響評価に係る審議を行っているところです。 

２ 
 

西洋ミツバチだけが対象になっている

のですが、日本ミツバチに対しては評価

されないのですか？ 

農薬のミツバチへの影響評価については、農薬取

締法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 53 号）

の施行に伴い、ミツバチの農薬への暴露量を考慮し

た評価（リスク評価）を導入し、農薬に暴露した花

粉・花蜜を持ち帰った際の巣内のミツバチ（成虫及

び幼虫）への影響等も考慮した様々な暴露経路を通

じた蜂群全体への評価を行うこととしています。具

体的な評価法については、外部有識者を構成員とす

る「農業資材審議会農薬分科会」及び「農薬の蜜蜂

への影響評価法に関する検討会」において公開審議

の上、定めております（当該評価法については、「農

薬の登録申請において提出すべき資料について」（平

成 31 年３月 29 日付け 30 消安第 6278 号農林水産省消

費・安全局長通知）別紙２「農薬のミツバチへの影

響評価ガイダンス」参照）。 
なお、個別の農薬の登録に当たっては、当該評価

法及び我が国において申請された使用方法等に基づ

き、「農薬蜜蜂影響評価部会」において、ミツバチへ

の影響評価に係る審議を行っているところです。 
なお、ニホンミツバチを含む野生ハナバチ類につ

いては、陸域の生活環境動植物として、環境省が影

響評価を行っています。 

※寄せられた御意見をそのまま掲載しています。 

 

 


